
Note: This English version of the “Notice of the 13th Ordinary General Meeting of Shareholders” and 
the “Reference Documents for the General Meeting of Shareholders” is provided for reference 
purpose only, without any warranty as to its accuracy or as to the completeness of the information. 
The original Japanese document is the sole official version. 

Securities Code: 9348 
June 12, 2023 

    (Start date of measures for providing information in electronic format: June 6, 2023) 
Dear Shareholders, 

Notice of the 13th Ordinary General Meeting of Shareholders 

You are hereby notified of the 13th Ordinary General Meeting of Shareholders (this “Ordinary General 
Meeting”) of ispace, inc. (the “Company”), to be held as set forth below. 

When convening this Ordinary General Meeting, the Company takes measures for providing 
information that constitutes the content of reference documents for the general meeting of 
shareholders, etc. (items for which measures for providing information in electronic format are 
to be taken) in electronic format and posts this information on the Company’s website by using 
the internet address shown below for your reference. 

The Company’s website: https://ir.ispace-inc.com/stock/meeting/ 

In addition to the Company’s website above, the items for which measures for providing 
information in electric format are to be taken are also posted on the Tokyo Stock Exchange (TSE) 
website. 

TSE website (Listed Company Search) 
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK020010Action.do?Show=Show 
(Access the TSE webpage above, enter “ispace” in “Issue name (company name)” field or the 
Company’s securities code “9348” in “Code” field and click “Search”. Then select “Basic 
information” > “Documents for public inspection/PR information” and click “Notice of General 
Shareholders Meeting /Informational Materials for a General Shareholders Meeting” in “Filed 
information available for public inspection” section.) 

If you are unable to attend the meeting on site, you may also exercise your voting right(s) of the 
general meeting of shareholders by using the voting form. In such case, please kindly take time 
to review the Reference Documents for the General Meeting of Shareholders and return the 
voting form by 5:00 p.m. (JST) on June 27, 2023 (Tue). 

3-42-3 Nihonbashihama-cho, Chuo-ku, Tokyo
ispace, inc. 

Representative Director & CEO  Takeshi Hakamada
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1. Date and Time 9:00 a.m. (JST) on June 28, 2023 (Wed) 
2. Place Room A, 3F, Congrès Square Nihonbashi 

Tokyo Tatemono Nihonbashi Bldg. 3F, 1-3-13 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 
(Please be aware that the venue is different from that of the previous 
Ordinary General Meeting of Shareholders.) 
This Ordinary General Meeting will be simultaneously livestreamed on the 
Internet. 
The simultaneous livestreaming is only for viewing and shareholders 
viewing the meeting via livestreaming will not be able to exercise their 
voting rights or make statements such as questions. Please make sure to 
exercise your voting right(s) in writing in advance using voting form if you 
do not attend the meeting on site. For details of required conditions, 
procedure, etc. for viewing, please refer to the “Announcement regarding 
the Hybrid Participation-Type Virtual General Meeting of Shareholders.” 
The link, ID, etc. necessary to access the livestreaming will be separately 
provided to shareholders. 

3. Agenda
Matters to be reported:

1. Reports on the contents of Business Report, Consolidated Financial
Statements, and the Results of the Audit thereof by the Accounting
Auditor and the Audit & Supervisory Board for the 13th Term (from April
1, 2022 to March 31, 2023)

2. Reports on the contents of Non-consolidated Financial Statements for
13th Term (from April 1, 2022 to March 31, 2023)
.

Proposed Resolutions: 
Item 1: Partial Amendments to the Articles of Incorporation 
Item 2: Election of Eight (8) Directors 
Item 3: Election of One (1) Audit & Supervisory Board Member 
Item 4: Election of One (1) Substitute Audit & Supervisory Board Member 
Item 5: Revision to the Amount of Directors’ remuneration 
Item 6: Revision to the Amount of Audit & Supervisory Board Members’ 

remuneration 
Item 7. Reduction of the Amount of Capital Reserve and Appropriation of Surplus 

1． When attending the meeting on site, please hand in the enclosed voting form at the reception.
2． Any correction to the reference documents for the ordinary general meeting, etc. will be notified

by posting on the Company's website (https://ir.ispace-inc.com/stock/meeting/) and the TSE 
website (Listed Company Search) 
(https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show). 

3． Exercising the voting right(s) by using the voting form (in writing): 
Please indicate your agreement/disagreement for each item of the proposed resolutions on the 
voting form and return it by 5:00 p.m. (JST) on June 27, 2023. If you do not indicate your agreement 
or disagreement to the respective proposed resolutions, you will be deemed to have agreed with 
the respective Items. 

4． Any exercise of the voting right(s) by proxy is only valid when the proxy is one (1) other 
shareholder of the Company with valid voting right(s) who attends the meeting on site. 
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Reference Documents for the General Meeting of Shareholders 

Proposed Resolutions and Reference Information 
Item 1: Partial Amendments to the Articles of Incorporation 

(1) Reason for the Proposed  Amendments
To prepare for future expansion of our business, the Company proposes to add business

purposes to those stipulated in the current Article of Incorporation. 
(2) Description of Proposed Amendments

Specific changes are as follows:
(Amendments are underlined.) 

Present Articles of Incorporation Proposed Articles of Incorporation 
Purpose 
Article 2. The business purpose of the 

Company is as follows: 
(1) Research and development, design,

manufacturing, distribution, and operations of 
spacecraft, aerospace equipment, equipment 
for space resource exploration and
development, and other space development-
related equipment and components thereof;

(2) Planning, development, and provision of
transport services using spacecraft and
aerospace equipment, and other space
development-related services;

(3) Research and development, distribution, and
operations of technologies relating to space
resource exploration and development;

(4) Distribution of space resources;
(5) Research and development, design,

manufacturing, distribution, and operations of 
ground equipment based on  technologies
relating to any of the foregoing items;

(6) Planning, development, and provision of
services related to intellectual properties
such as data and know-how, acquired
through any of the foregoing lines of
businesses;

(7) Planning, development, and distribution of
space-related research, marketing, and
entertainment;

<NEW> 

(8) Provision of consulting services relating to

Purpose 
Article 2. The business purpose of the 

Company is  as follows: 
(1) Research and development, design,

manufacturing, distribution, and operations of 
spacecraft, aerospace equipment, equipment 
for space resource exploration and
development, and other space development-
related equipment and components thereof;

(2) Planning, development, and provision of
transport services using spacecraft and
aerospace equipment, and other space
development-related services;

(3) Research and development, distribution, and
operations of technologies relating to space
resource exploration and development;

(4) Distribution of space resources;
(5) Research and development, design,

manufacturing, distribution, and operations of 
ground equipment based on technologies
relating to any of the foregoing items;

(6) Planning, development, and provision of
services related to intellectual properties
such as data and know-how, acquired
through any of the foregoing lines of
businesses;

(7) Planning, development, and distribution of
space-related research, marketing, and
entertainment;

(8) Planning, development, and provision of
telecommunication and positioning services 
in the outer space; 

(9) Provision of consulting services relating to
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any of the foregoing lines of businesses; 
<NEW> 

(9) Any businesses incidental or relating to any of
the foregoing items.

any of the foregoing lines of businesses; 
(10) Planning, manufacturing, and distribution of

clothing, food and beverage products, 
gaming gear and toys, daily commodities, 
and general merchandise, etc.; 

(11) Any businesses incidental or relating to any
of the foregoing items.

Item 2: Election of Eight (8) Directors 
The terms of office of all the current eight (8) Directors will expire at the conclusion of this 

Ordinary General Meeting. Accordingly, the Company proposes to elect eight (8) Directors including 
six (6) External Directors. 

The candidates for Directors are as follows. 

Candidate 
No.

Name 
(Date of Birth) 

Profile, title, assigned area, and material 
concurrent positions at other organizations 

Number of the 
Company's 
shares held 

1 

Takeshi Hakamada 
(September 3, 1979) 

Sep. 2006 Joined Masaï Japan K.K. 
(currently Ayming Japan K.K.) 

12,000,000 

Sep. 2010 Founded White Label Space 
Japan LLC (currently the 
Company) 
Representative Partner 

May 2013 Representative Director & 
CEO of the Company (current 
position) 

Mar. 2015 Director, at ispace 
technologies, inc. 

Sep. 2016 President, at ispace 
technologies U.S., inc. 
(current position) 

Mar. 2017 Director, at ispace EUROPE 
S.A. (current position) 

Jul. 2021 Representative Director, at 
ispace Japan inc. (current 
position) 

Reason for Appointment: 
Mr. Hakamada founded White Label Space Japan LLC, the precursor of the Company, in 2010 
and has taken leadership in and significantly contributed to the increase of the Company's 
corporate value since being appointed as the Representative Partner of White Label Space 
Japan LLC. He led the Japanese team, HAKUTO, one of the five teams that were elected as 
finalists of the Google Lunar XPRIZE competition and has been developing small-sized landers 
(lunar landers) designed for high-frequency and low-cost lunar transport services and rovers 
(lunar rover) for lunar exploration. He also conducted a launch in December 2022 for the 
world's first lunar landing by a private company. Having determined that Mr. Hakamada will 
utilize the aforementioned experience and knowledge, to complete our future missions and 
further contribute to enhancing the corporate value, we have selected him as a candidate for 
another term as Director. 
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Candidate 
No.

Name 
(Date of Birth) 

Profile, title, assigned area, and material 
concurrent positions at other organizations 

Number of the 
Company's 
shares held 

2 
Jumpei Nozaki 

(June 10, 1980) 

Apr. 2005 Joined Merrill Lynch Japan 
Securities Co., Ltd. (currently 
BofA Securities Japan Co., 
Ltd.) 

0 

Jan. 2015 Director of Investment Banking 
Division General Industry 
Group 

Apr. 2017 Joined the Company 

Apr. 2017 EVP, Finance Control of the 
Company 

Dec. 2018 Director & CFO of the 
Company (current position) 

Mar. 2019 Director, at ispace EUROPE 
S.A. (current position) 

Jul. 2021 Director, at ispace Japan inc. 
(current position) 

Reason for Appointment: 
Making use of his experiences at a foreign securities firm, Mr. Nozaki has successfully raised 
capital over JPY 26.8 billion in total as of July 2022 and took leadership in the procedure for 
listing of the Company on April 12, 2023. In the uncertain economic environment such as 
soaring raw material costs and unstable exchange rates, we need to increase transparency and 
equitability in our fund raising and corporate management activities toward our future missions. 
Having determined that Mr. Nozaki will utilize his experiences and knowledge, to  further 
contribute to enhancing the corporate value, we have selected him as a candidate for another 
term  as Director. 

Candidate 
No. 

Name 
(Date of Birth) 

Profile, title, assigned area, and material 
concurrent positions at other organizations 

Number of the 
Company's 
shares held 

3 Tohru Akaura 
(August 7, 1968) 

Apr. 1991 Joined Japan Associated 
Finance Co., Ltd. (currently 
JAFCO Group Co., Ltd.) 

0 

Oct. 1999 General Partner, at Incubate 
Capital Partners 

Mar. 2000 External Director, at S-Pool, 
Inc. (current position) 

Jun. 2005 External Director, at jig.jp co., 
ltd.(current position) 

Aug. 2007 Director, at Sansan, Inc. 

Sep. 2010 Representative Director, at 
Incubate Fund K.K. (current 
position) 

Oct. 2014 Corporate Auditor, at Double 
Standard Inc. 
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Aug. 2015 Director (Audit & Supervisory 
Committee Member), at 
Sansan, Inc. (current position 

Mar. 2017 Representative Director, at IF 
Holdings, Inc. (current 
position) 

Dec. 2017 External Director, at the 
Company (current position) 

Jul. 2019 Chairman, at the Japan 
Venture Capital Association 
(current position) 

Jun. 2021 External Director, at Double 
Standard Inc. (current position) 

Reason for Appointment and Overview of Expected Roles: 
Taking executive roles at multiple enterprises and funds, Mr. Akaura possesses a wealth of 
experiences and knowledge as a corporate manager. Having determined that Mr. Akaura will 
play an adequate role in providing useful advice and supervision of the Company's operations, 
we have selected him as a candidate for another term as External Director. 
For reference, he has served as External Director for 5 years and 6 months as of the 
conclusion of this Ordinary General Meeting. 

Candidate 
No. 

Name 
(Date of Birth) 

Profile, title, assigned area, and material 
concurrent positions at other organizations 

Number of the 
Company's 
shares held 

4 Takashi Kuwauchi 
(July 20, 1967) 

Apr. 1990 Joined The Hokkaido 
Takushoku Bank, Ltd. 
(currently North Pacific Bank, 
Ltd.) 

0 

Mar. 1998 Joined Daiwa Securities Co. 
Ltd. 

Apr. 2000 Joined Monex, Inc. 
May 2010 Joined Nikko Cordial 

Securities Inc. (currently 
SMBC Nikko Securities Inc.) 

Sep. 2015 Private Corporate I Dept. 
Manager, at SMBC Nikko 
Securities Inc. 

Oct. 2019 Senior Executive Officer & 
CFO, at Neo Career Co., Ltd. 

Dec. 2019 Director & CFO, at Neo Career 
Co., Ltd. 

Jan. 2020 External Director of the 
Company (current position) 

Oct. 2021 Representative Director & 
President, at jinjer Co., Ltd. 
(current position) 

Dec. 2021 Director, at Neo Career Co., 
Ltd. 

6



Reason for Appointment and Overview of Expected Roles: 
Mr. Kuwauchi possesses a wealth of experiences and vast knowledge acquired through his 
long years of service at securities firms. Having determined that Mr. Kuwauchi will play an 
adequate role in providing useful advice and supervision of the Company's operations from an 
independent standpoint based on aforementioned experiences and knowledge, we have 
selected him as a candidate for another term as External Director. 
For reference, he has served as External Director for 3 years and 5 months as of the 
conclusion of this Ordinary General Meeting. 

Candidate 
No. 

Name 
(Date of Birth) 

Profile, title, assigned area, and material 
concurrent positions at other organizations 

Number of the 
Company's 
shares held 

5 Koichi Kawana 
(April 23, 1958) 

Apr. 1982 Joined JGC JAPAN 
CORPORATION (currently 
JGC HOLDINGS 
CORPORATION) 

0 

Aug. 2007 Executive Officer & General 
Manager of Business 
Development Division, Sales 
Management Department 

Jul. 2009 Executive Director & General 
Manager of Sales 
Management Department 

Jul. 2010 Executive Vice-President 

Jul. 2011 President & COO 
Jun. 2012 President & CEO 

Jun. 2017 Executive Vice Chairman 

Jun. 2018 Vice-Chairman 

Jun. 2019 External Director, at Tokyo 
Electron Device Limited 
(current position)  

Jun. 2019 External Director, at BANDAI 
NAMCO Holdings Inc. 
(current position) 

Jun. 2019 External Director (Audit & 
Supervisory Committee 
member), at COMSYS 
Holdings Corporation 
(current position) 

Jun. 2020 External Director, at 
RENOVA, Inc. (current 
position) 

Dec. 2020 External Director of the 
Company (current position) 

Apr. 2021 Representative Director, at 
Lublyst Inc. (current position) 

Mar. 2023 External Director, at 
KUBOTA Corporation 
(current position) 

Reason for Appointment and Overview of Expected Roles: 
Mr. Kawana served as  President & CEO of JGC JAPAN CORPORATION (currently JGC 
HOLDINGS CORPORATION) and acquired abundant experiences and knowledge from his 
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engagement in establishment of global and large-scale EPC (Engineering, Procurement, and 
Construction) projects. Having determined that Mr. Kawana will play an adequate role in 
providing useful advice and supervision of the Company's operations toward development of 
our future large-scale lunar project from an independent standpoint, we have selected his as a 
candidate for another term as External Director. 
For reference, he has served as an External Director for 2 years and 6 months as of the 
conclusion of this Ordinary General Meeting. 

Candidate 
No. 

Name 
(Date of Birth) 

Profile, title, assigned area, and material 
concurrent positions at other organizations 

Number of the 
Company's 
shares held 

6 Kazuko Nakada 
(January 15, 1965) 

Apr. 1987 Joined Dentsu Young & 
Rubicam Inc.(currently 
Dentsu Runway Inc.) 

0 

Jan. 1997 Joined Starbucks Coffee 
Japan, Ltd. 

Jan. 2005 Joined GABA 
CORPORATION 

Apr. 2008 Joined LIEFNET 
INSURANCE COMPANY 

Apr. 2011 Managing Director, at 
LIEFNET INSURANCE 
COMPANY 

May 2019 External Director, at 
MONEY SQUARE, INC. 

Dec. 2019 External Director, at 
Advance Create Co., Ltd. 
(current position) 

Mar. 2020 CEO, at actuali inc. (current 
position) 

Jun. 2021 External Director, at Forum 
Engineering Inc. (current 
position) 

Jul. 2021 External Audit & Supervisory 
Board Member of the 
Company 

Jun. 2022 External Director of the 
Company (current position) 

Reason for Appointment and Overview of Expected Roles: 
Ms. Nakada has deep insight in corporate management gained through her experiences  as 
managing director and external director at several Internet-based life insurance companies. 
Having determined that Ms. Nakata will play an  role in providing useful advice and supervision 
of the Company's operations  from an independent standpoint based on those experiences and 
knowledge, we have selected her as a candidate for another term as  External Director. 
For reference, she has served as an External Director for 11 months as of the conclusion of 
this Ordinary General Meeting. 
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Candidate 
No. 

Name 
(Date of Birth) 

Profile, title, assigned area, and material 
concurrent positions at other organizations 

Number of the 
Company's 
shares held 

7 Takashi Makino 
(August 15, 1957) 

Jul. 1989 Joined NISSAN MOTOR 
CO., LTD. 

0 

Jul. 2000 Joined Ishikawajima 
Harima Heavy Industries 
Co., Ltd. (currently IHI 
Corporation) due to 
business transfer 

Apr. 2011 Executive Director, at 
IHI Corporation 

Jun. 2012 Director, at IHI 
AEROSPACE Co., Ltd. 

Jul. 2015 Executive Officer, at IHI 
Corporation 

Jun. 2016 Managing Director, at 
IHI AEROSPACE Co., 
Ltd. 

Jun. 2017 President & CEO, at IHI 
AEROSPACE Co., Ltd. 

Jul. 2021 Advisor, at IHI 
AEROSPACE Co., Ltd. 
(current position) 

Apr. 2022 Advisor, at IHI 
Corporation (current 
position) 

Jun. 2022 External Director of the 
Company (current 
position) 

Reason for Appointment and Overview of Expected Roles: 
Mr. Makino served as the President & CEO of IHI AEROSPACE Co., Ltd. and possesses 
abundant experiences and knowledge gained though his long-standing engagement in space 
development projects. Having determined that Mr. Makino will play an role in providing useful 
advice and supervision of the Company's operations for the Company's on-going lunar 
development project  from an independent standpoint, we have selected his as a candidate for 
another term as External Director. 
For reference, he has served as an External Director for 11 months as of the conclusion of this 
Ordinary General Meeting. 
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Candidate 
No. 

Name 
(Date of Birth) 

Profile, title, assigned area, and material 
concurrent positions at other organizations 

Number of the 
Company's 
shares held 

8 Kojiro Hatada 
(May 18, 1979) 

Apr. 2004 Admitted to the Ministry of 
Economy, Trade and Industry 
(METI) 

0 

Jun. 2012 Seconded to The Mission of 
Japan to the European Union, 
the Ministry of Foreign Affairs 
(concurrently serving for the 
Embassy of Japan in Belgium) 

Jul. 2015 Seconded to the Office of 
National Space Policy 
(currently The Space 
Development Strategy 
Headquarters) of the Cabinet 
Office 

Jul. 2018 Joined DIGITAL HEARTS 
HOLDINGS Co., Ltd. 

Oct. 2019 CEO, at DIGITAL HEARTS 
PLUS Co., Ltd. 

Oct. 2021 External Director, at ArkEdge 
Space Inc. (current position) 

May 2022 Director, at DIGITAL HEARTS 
PLUS Co., Ltd. (current 
position) 

May 2022 Founded Innovative Space 
Carrier Inc.  
CEO (current position) 

Jun. 2022 External Director of the 
Company (current position) 

Reason for Appointment and Overview of Expected Roles: 
Mr. Hatada possesses a broad range of experiences and vast knowledge from his involvement in 
energy and industrial policy making at METI and initiatives for expansion of private space 
business at The Space Development Strategy Headquarters of the Cabinet Office. Having 
determined that Mr. Hatada play an role in providing useful advice and supervision of the 
Company's operations for the Company's on-going lunar development project from an 
independent standpoint, we have selected him as a candidate for another term as  External 
Director. 
For reference, he has served as an External Director for 11 months as of the conclusion of the 
Ordinary General Meeting. 

  Note:1. While funds operated by Incubate Fund K.K. where Mr. Tohru Akaura serves as 
representative director, i.e. Incubate Fund III Limited Partnership, IF SPV I Investment 
Partnership, and IF Growth Opportunity Fund I, L.P., hold shares of the Company, there 
are no special interests between the Company and each of the candidates for Directors 
including Mr. Akaura. 

2. Mr. Tohru Akaura, Mr. Takashi Kuwauchi, Mr. Koichi Kawana, Ms. Kazuko Nakada, Mr.
Takashi Makino, and Mr. Kojiro Hatada are candidates for External Directors.

3. The Company has entered into agreements with Mr. Tohru Akaura, Mr. Takashi Kuwauchi,
Mr. Koichi Kawana, Ms. Kazuko Nakada, Mr. Takashi Makino, and Mr. Kojiro Hatada
pursuant to Article 427, Paragraph 1 of the Companies Act, to limit their liabilities for
damages caused by negligence of their duties to the "minimum amount of liability" as
prescribed in Article 425, Paragraph 1 of the Act. If they are reelected and assumes office
as External Director, the Company will continue these agreements with them.

4. The Company has entered into with an insurance company a directors and officers liability
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insurance contract as stipulated in Article 430-3, Paragraph 1 of the Companies Act, 
which covers compensation for any damages, litigation expenses, etc. that may be borne 
by the insured due to claims for damage compensation as a result of  actions (including 
omissions) carried out by the insured in relation to their execution of their duties as officers 
of the Company and our subsidiaries. The insurance premium amount is borne by the 
Company. All the candidates are included as the insured under this insurance contract 
and will remain included, provided that this Item is approved and passed. At the next 
renewal time, the Company is scheduled to renew this insurance contract with the same 
coverage and terms. 

5. The Company has reported to Tokyo Stock Exchange that Mr. Takashi Kuwauchi, Mr.
Koichi Kawana, Ms. Kazuko Nakada, Mr. Takashi Makino, and Mr. Kojiro Hatada are
independent officers.

Item 3: Election of One (1) Audit & Supervisory Board Member 
The Audit & Supervisory Board Member Nozomi Oda resigns at the conclusion of this Ordinary 

General Meeting. Accordingly, the Company proposes to elect one (1) Audit & Supervisory Board 
Member. 

Ms. Agasa Naito, the candidate for this place, is not proposed to fill the vacancy of Ms. Nozomi 
Oda and the term of office will expire at the conclusion of the Ordinary General Meeting of 
Shareholders relating to the last fiscal year ending within four (4) years from her election to office. 

This proposal has been consented to by the Audit & Supervisory Board. 
The candidate for Audit & Supervisory Board Member is as follows. 

Name 
(Date of Birth) 

Profile, title, and material concurrent positions at 
other organizations 

Number of the 
Company’s 
shares held 

Agasa Naito 
(October 2, 1976) 

Oct. 2001 Joined Nagashima Ohno & 
Tsunematsu 

0 

May 2007 Graduated from New York University, 
School of Law (LL.M.) 

Feb. 2008 Admitted to an internship program at 
the Permanent Mission of Japan to 
the United Nations, Political Section 

May 2008 Registered as a lawyer of The State 
of New York Bar Association 

Jan. 2009 Seconded to Merrill Lynch Japan 
Securities Co., Ltd.  

Jun. 2011 Joined Tanabe & Partners 

Mar. 2013 Seconded (part-time) to IBM Japan, 
Ltd.  

Apr. 2013 Partner, at Tanabe & Partners 
(current position) 

Jun. 2015 Outside Audit & Supervisory Board 
Member, at BOOKOFF Corporation 
Limited 

Oct. 2018 Outside Audit & Supervisory Board 
Member, at BOOKOFF GROUP 
HOLDINGS Limited 

Jun. 2020 External Director, at Nitto Boseki Co., 
Ltd. (current position) 

Aug. 2021 Independent Outside Director and 
Audit and Supervisory Committee 
Member, at BOOKOFF GROUP 
HOLDINGS Limited (current position) 

Mar. 2022 Completed the Executive 
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Management Program of the 
University of Tokyo (25th class) 

Jun. 2022 Supervisory Director, at GLP J-REIT 
(current position) 

Apr. 2023 Research Ethics Review Board 
Member, at The Tokyo Foundation for 
Policy Research (current position) 

Reason for appointment: 
Ms. Naito currently serves as Partner lawyer at Tanabe & Partners and has experience working as 

external officer of multiple enterprises. Having determined that she will utilize abundant knowledge 
and experiences in corporate legal affairs and audit, to conduct high-quality audit from an external 
point of view, we have selected her as an candidate for External Audit & Supervisory Board 
Member. Although she has not been involved in corporate management in any position other than 
an external officer, we considered that she will perform duties of an External Audit & Supervisory 
Board Member appropriately for the aforementioned reason. 

Notes: 1. There are no special interests between the candidate and the Company. 
2. Ms. Naito is a candidate for a new External Audit & Supervisory Board Member.
3. The Company has entered into an agreements with Audit & Supervisory Board Members,

to limit their liabilities for damages caused by negligence of their duties, pursuant to Article
427, Paragraph 1 of the Companies Act. Accordingly, if Ms. Naito is elected and assumes
office as an Audit & Supervisory Board Member, the Company will execute the same
agreement with the candidate to the effect that her liabilities under the agreement is
limited to the “minimum liability amount” as prescribed in Article 425, Paragraph 1 of the
Companies Act.

4. The Company has entered with an insurance company a directors and officers liability
insurance contract as stipulated in Article 430-3, Paragraph 1 of the Companies Act,
which covers compensation for any damages, legal litigation expenses, etc. that may be
borne by the insured due to claims for damage compensation as a result of actions (or
omissions) carried out by the insured in relation to their execution of their duties as
officers of the Company and our subsidiaries. The insurance premium amount is borne by
the Company. The candidate will be included as the insured under this insurance contract,
provided that this Item is approved and passed. At the next renewal time, the Company is
scheduled to renew this insurance contract with the same coverage and terms.

5. The Company is scheduled to report to the Tokyo Stock Exchange that Ms. Naito is an
independent officer.

Item 4: Election of One (1) Substitute Audit & Supervisory Board Member 
To prepare the cases where there is any vacancy which results in a shortfall in the number of 

Audit & Supervisory Board Members required under the law, the Company proposes to elect one (1) 
Substitute Audit & Supervisory Board Member. 

This proposal has been consented to by the Audit & Supervisory Board. 
The candidate for Substitute Audit & Supervisory Board Member is as follows: 

Name 
(Date of Birth) 

Profile and material concurrent positions at other 
organizations 

Number of the 
Company's 
shares held 

Apr. 1997 Joined Blakemore & Mitsuki 
Mar. 2000 Joined Nagashima Ohno & 

Tsunematsu 
May 2003 Graduated from UCLA School of 

Law (LLM) 
Feb. 2005 Obtained lawyer qualification at The 

New York Bar Association 
Mar. 2005 Legal affairs section chief, at Sony 

Computer Entertainment, Inc. 
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Maki Setogawa
(March 6, 1969) 

(currently Sony Interactive 
Entertainment Inc.) 

0 

Sep. 2007 Corporate Counsel, legal affairs 
dept. at Google Japan K.K. 
(currently Google Japan G.K.) 

Jul. 2010 Senior Corporate Counsel, 
international legal affairs dept. of  
Geneon Universal Entertainment 
Japan, LLC (currently NBC 
Universal Entertainment Japan 
LLC) 

Apr. 2012 Senior Corporate Counsel, legal 
dept. of gloops, Inc. (currently 
GRDRIVE Inc.) 

Jul. 2016 Senior Corporate Counsel, 
international legal dept. of SEGA 
SAMMY HOLDINGS INC. 

Jul. 2021 Joined Blakemore & Mitsuki 
(current position) 

Reason for Appointment: 
In addition to professional competence as lawyer, Ms. Setogawa possesses a wealth of 
experiences and vast knowledge in corporate legal affairs gained through her experiences as 
corporate counsel for multiple enterprises. The Company expects Ms. Setogawa to utilize the 
aforementioned experiences and knowledge in auditing at the Company, and for this reason, has 
selected her as a candidate for Substitute Audit & Supervisory Board Member.  

Notes: 1. There are no special interests between the candidate and the Company. 
2. Ms. Setogawa is a candidate for Substitute External Audit & Supervisory Board Member.
3. If this Item is approved and Ms. Setogawa assumes office as External Audit & Supervisory

Board Member, the Company will execute an agreement with her to the effect that her
liabilities for damages caused by negligence of her duties, pursuant to Article 427,
Paragraph 1 of the Companies Act, provided, however, that the her liabilities under the
agreement is limited to the "minimum liability amount" as prescribed in Article 425,
Paragraph 1 of the Companies Act.

4. The Company has entered into with an insurance company a directors and officers liability
insurance contract as stipulated in Article 430-3, Paragraph 1 of the Companies Act, which
covers compensation for any damages, legal litigation expenses, etc. that may be borne by
the insured due to actions (or omissions) carried out by the insured in relation to their
execution of their duties as officers of the Company and our subsidiaries. Ms. Setogawa
will be included as the insured under this insurance policy, provided that this Item is
approved and Ms. Setogawa assumes office as External Audit & Supervisory Board
Member.

5. The Company is scheduled to report to Tokyo Stock Exchange that Ms. Setogawa as an
independent officer when she assumes office as an External Audit & Supervisory Board
Member.

 Item 5:  Revision to the Amount of Directors’ remuneration 
To date, the annual remuneration for Directors is set to no greater than JPY 50,400,000according 

to the resolution at the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on December 19, 2018. 
However, to have an effective remuneration level for attracting more diverse and outstanding 

officers from Japan and abroad, we propose to raise the limit of annual remuneration to JPY 
150,000,000 (including JPY 50,000,000 for External Directors) in consideration of the Company's 
financial standing and external circumstances. 

For clarity, the amount of remuneration for Directors does not include the portion of employee’s 
salary for Directors who concurrently serve as  employees. 
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The number of Directors is currently  eight (8) (including six (6) External Directors) and it will be 
eight (8) (including six (6) External Directors) if the Item 2 is approved and passed as proposed. 

Item 6: Revision to the Amount of Audit & Supervisory Board Members’ remuneration 
To date, the annual remuneration for Audit & Supervisory Board Members is set to no greater 

than JPY 20,800,000 according to the resolution at the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders held on July 19, 2021. 

However, we propose to raise the limit of annual remuneration to JPY 25,000,000 (including JPY 
10,000,000 for External Audit & Supervisory Board Members) in consideration of subsequent 
changes in the economic circumstances, etc. 

The number of current Audit & Supervisory Board Members is three (3) (including two (2) External 
Audit & Supervisory Board Members) and it will be three (3) (including 2 External Audit & 
Supervisory Board Members) if the Item 3 is approved and passed as proposed. 

Item 7:                   Reduction of the Amount of Capital Reserve and Appropriation of Surplus 
At the end of the 13th fiscal year, the Company recorded a loss of retained earnings carried 

forward amounting to JPY 11,319,206,894. 
We propose to reduce the amount of capital reserve and transfer the amount to the other capital 

surplus account pursuant to Article 448, Paragraph 1 of the Companies Act, and then transfer the 
increased amount of other capital surplus to the retained earnings carried forward pursuant to 
Article 452 of the Companies Act to compensate for the loss and restore fiscal health of the 
Company. 

This reduction in the capital reserve account will be merely associated with the account transfer in 
the net asset section of the balance sheet and there will be no change in the amount of the 
Company's capital and total number of shares issued, and therefore, no change in the amount of 
capital per share. Since this proposal is subject to the requirement stipulated in the proviso of Article 
449, Paragraph 1 of the Companies Act, no creditor protection proceeding will be required. 

1. Reduction of the stated amount of capital reserve
Reduced Amount:
Pursuant to Article 448, Paragraph 1 of the Companies Act, we propose reduction of the total
capital reserve recorded as of March 31, 2023 amounting to JPY 8,556,042,378and transfer of
the amount to the other capital surplus account.

2. Appropriation of surplus
Pursuant to Article 452 of the Companies Act, we propose to transfer the amount of other
capital surplus to the retained earnings carried forward account subject to execution of the
reduction of capital reserve in accordance with 1 above.
(1) Entries and amount of surplus to be reduced

Other capital surplus: JPY 8,556,042,378 
(2) Entries and amount of surplus to be increased

Retained earnings carried forward: JPY 8,556,042,378

3. Effective date of reduction of the amount of capital reserve and appropriation of surplus
Scheduled on June 28, 2023.
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１． 企業集団の現況に関する事項 

１－１．事業の経過及びその成果 

 当社グループは、人類の生活圏を宇宙に広げ、持続的な世界を実現するべく、「Expand our planet. 

Expand our future」をビジョンに掲げ、月面開発の事業化に取り組んでいる次世代の民間宇宙企

業です。 

当連結会計年度における世界経済は、一部で回復の兆しはあるものの、引き続き新型コロナウイ

ルス感染症の世界的大流行の影響により不確実な状況が継続しております。

かかる環境下の中ではあるものの、当社グループが属する宇宙資源開発の分野では、アメリカ航

空宇宙局（the National Aeronautics and Space Administration、以下 NASA）が推進する有人月

探査計画であるアルテミス計画においては、月面における平和的・友好的かつ透明性ある活動のガ

イドラインとなる「Artemis Accords（アルテミス協定）」に、2020年 10月の初回締結国である日

本と米国を含む世界８カ国に加えて、その後も加盟国が増加し 2023 年３月末時点で全 23 カ国が調

印するなど、引き続き活発な進捗が見られております。 

 日本政府においても画期的な進展があり、2021 年６月 15 日には「宇宙資源の探査及び開発に関

する事業活動の促進に関する法律」が国会において可決され成立しました。当法律は、日本の民間

事業者が月その他の天体を含む宇宙空間に存在する水、鉱物、その他の天然資源である宇宙資源の

探査及び開発に従事することを認めることを規定したものです。民間企業による宇宙資源利用を認

める法律を制定した国としては、世界でも米国、ルクセンブルク、アラブ首長国連邦に続く４番目

の国となり、引き続き宇宙開発及び月面探査が大きく推進されることが期待されます。 

 このような状況の中、当社グループは引き続きミッション１の月面着陸船（以下、ランダー）開

発を進捗させ、2022 年 9 月までにランダーフライトモデルの最終的な機能試験を実施し、10 月に

は打上予定地である米国フロリダまでの輸送を完了しました。米国への輸送後は、ロケットへの搭

載作業、燃料充填等の最終準備を完了させ、2022 年 12月 11 日（日）16 時 38 分（日本時間）に米

国フロリダ州ケープカナベラル宇宙軍基地 40射点より打上を実施しております。これらミッショ

ン１の重要なマイルストーンの進捗のみならず、ミッション２及びミッション３についても、ラン

ダー開発を進捗させるとともに、ペイロードサービスの新規顧客獲得を推進しております。 

 また、当社グループの活動をコンテンツとして利用する権利や広告媒体上でのロゴマーク露出、

データ利用権等をパッケージとして販売し技術面や商品開発面での協業を行うパートナーシップ

事業においては、引き続き当社グループの Mission１及び Mission２を対象とする月面探査プログ

ラム「HAKUTO-R」の下、既存パートナー企業とのパートナーシップ関係を推進するとともに、ミッ

ション２までを対象とする「HAKUTO-R」の新規顧客獲得を推進いたしました。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は 989 百万円、営業損失は 11,023 百万円、当期純

損失は 11,398 百万円となりました。 

１－２．資金調達等についての状況  

 当社は、研究開発資金に充当するため、2022 年７月に株式会社三井住友銀行をアレンジャー、株

式会社みずほ銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社商工組合中央金庫をコアレンジャー、株式会社

静岡銀行を参加金融機関とするシンジケートローン契約を締結し、50 億円を調達いたしました。

16



１－３．財産及び損益の状況 

① 企業集団の財産及び損益の状況

区分 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

当連結会計年度 

売上高（百万円） - 506 674 989 

親会社株主に帰属する 

当期純損失（百万円） 
- 2,614 4,059 11,398 

１株当たり当期純損失(円) - 55 78 211 

総資産（百万円） - 8,504 12,487 7,192 

（注）１．当社では、第 11 期より連結計算書類を作成しておりますので、第 10期以前の状況は 

 記載しておりません。 

２．１株当たり当期純損失は期中平均発行済株式総数により算出しております。 

３．当社は、2022 年２月 19 日付で普通株式１株につき 20 株の割合で株式分割を行っており

ます。第 11 期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純損失を算定

しております。１株当たり当期純損失については銭未満を四捨五入しており、その他につ

いては百万円未満を切り捨てております。 

４．１株当たり当期純損失については銭未満を四捨五入しており、その他については百万円

未満を切り捨てております。 

② 当社の財産及び損益の状況

区分 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

当事業年度 

売上高（百万円） 216 409 573 625 

当期純損失（百万円） 1,614 2,637 4,210 11,319 

１株当たり当期純損失(円) 36 55 81 210 

総資産（百万円） 7,064 8,461 12,165 7,015 

1. （注）１．１株当たり当期純損失は期中平均発行済株式総数により算出しております。

２．当社は、2022 年２月 19 日付で普通株式１株につき 20 株の割合で株式分割を行っており

ます。第 10 期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純損失を算定

しております。１株当たり当期純損失については銭未満を四捨五入しており、その他につ

いては百万円未満を切り捨てております。 

３．１株当たり当期純損失については銭未満を四捨五入しており、その他については百万円

未満を切り捨てております。 

１－４．対処すべき課題 

当社グループは、月面探査車（以下、ローバー）及びランダーの開発によるペイロード輸送サ

ービス及びデータ販売サービスの推進に取り組んでおります。一方で係る宇宙関連機器の開発
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には多額の先行研究開発投資と長期の開発期間を要する等の特性があります。当社グループは

継続的な営業損失の発生及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上している状況にあり、現

在のところすべての開発投資を補うための収益は生じておらず、継続的な営業損失の発生及び

営業キャッシュ・フローのマイナスを計上している状況にあります。また、当連結会計年度にお

いては 2022年 12月 11日にミッション１の打上げを完了したこと等に伴い研究開発費 9,233百

万円を計上し、親会社株主に帰属する当期純損失は 11,398 百万円となりました。その結果、当

連結会計年度末における純資産が△2,347 百万円となり、債務超過となりました。これらの状況

から、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。当該

事象又は状況を解消し、安定的な事業収益が創出されるまでの間、下記を重要な課題として取り

組んでおります。 

ただし、当該重要事象等を解決するための対応策を実施していること、また、債務超過の解消

のための自己資本の充実を目的とした機動的な資金調達の可能性を適宜検討していることから、

継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 

① 研究開発の推進

2022 年から 2024 年を目途に計画する２度の R&D ミッション、その後の３機目のミッショ

ンに向けて、打上サービスプロバイダーによる打ち上げ機会を確保すると同時に、開発スケ

ジュール、開発コスト及び開発クオリティを厳格に管理することで、ランダー及びローバー

の開発を着実に進めてまいります。 

② 顧客の開拓

当社グループが事業収益を獲得するために必要なランダー及びローバーは開発途上にあり

ます。また当社グループが事業収益を見込む市場は、現在グローバルでも草創期に当たりま

す。当社グループでは現在初回となる R&D ミッションにて顧客からの潜在的受注を確認して

いますが、事業収益の安定化に向けて引き続き中長期的に持続可能な顧客市場を開拓してま

いります。 

③ 人材の確保

当社グループはランダー及びローバーの研究開発を遂行するために、継続して多様な開発

領域について高度な専門性と能力を備えた人材を国内外から雇用しております。また、急速

に従業員人数が拡大する組織の中において、各人材がその能力を最大限に発揮することが可

能な環境を整えるための取り組みを引き続き行ってまいります。 

④ 成長に対応した内部統制の構築と適切な運用

当社グループが今後も継続的に事業を拡大していくため、必要な業務プロセス、財務・経

理上の体制、労務管理、子会社管理、セキュリティ管理等を整備する等、当社グループの成

長に対応した内部統制の構築および運用の実施を引き続き行ってまいります。 
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⑤ 中長期的な成長資金の確保

 当社グループにとって、安定的な事業収益化を目指す上で将来的に継続的なミッションの

実現が必要であり、そのための必要資金を着実に確保することが重要です。当社ではこれま

で、無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当増資、金融機関からの借入、ク

ラウドファンディング、公募増資等によって資金調達をしてまいりましたが、今後も、ミッ

ション推進のために機動的な資金調達の可能性を適時検討してまいります。なお、当連結会

計年度末において債務超過であるものの、2023 年４月 12 日の東京証券取引所グロース市場

への上場にともなう公募増資により、2023 年４月における月次決算では債務超過を解消して

おります。 

 また、当社はミッション１に関して三井住友海上火災保険株式会社との間で損害保険契約

を締結済であり、ミッション１において設定したマイルストーンのうち Success９を達成し

なかったことにより、保険金を受領する可能性がありますが、現時点において確定しており

ません。 

 さらに、2022 年７月に株式会社三井住友銀行をアレンジャー、株式会社みずほ銀行、株式

会社三菱 UFJ 銀行、株式会社商工組合中央金庫をコアレンジャー、株式会社静岡銀行を参加

金融機関とする、総額 50 億円のシンジケートローン契約を締結しております。本契約には財

務制限条項が付されており、2023年３月期末時点で、当該条項に抵触しております。しかし

ながら、当社は 2023 年３月期末を基準とする財務制限条項に係る期限の利益喪失につき権

利行使しないことについてシンジケート団から合意を得ております。 

2023 年３月期末時点で抵触した財務制限条項は以下のとおりです。 

・各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値

に維持すること。 

１－５．主要な営業所（2023 年３月 31 日現在） 

（１）当社の主要な営業所

本社：東京都中央区日本橋浜町三丁目 42 番３号

（２）重要な子会社の主要な営業所

「１－７．重要な子会社の状況」をご参照ください。

１－６．従業員の状況 （2023 年３月 31 日現在） 

（１）企業集団の状況

正社員 208名(前連結会計年度比 53名増)

この他、契約社員 8 名、派遣社員 9 名、アルバイト 4 名

（２）当社の状況

正社員 136名(前事業年度比 24 名増)

この他、契約社員 8 名、派遣社員 9 名、アルバイト 3 名
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１－７．重要な子会社の状況 

会社名 住所 資本金 議決権に対する

所有割合(%) 

主要な事業内容 

ispace EUROPE S.A. ルクセンブルク 40,000 ユーロ 100.0 月面開発事業 

ispace Technologies 

U.S., Inc.

米国 500,000.01米ドル 100.0 月面開発事業 

株式会社 ispace 

Japan 

東京都中央区 1,000,000 円 100.0 月面開発事業 

１－８．主要な借入先及び借入額（2023 年３月 31 日現在） 

借入先 借入金残高 

株式会社日本政策金融公庫 680,000 千円 

第一勧業信用組合 50,000 千円 

株式会社三菱 UFJ 銀行 1,000,000 千円 

株式会社三井住友銀行 300,000 千円 

株式会社りそな銀行 33,338 千円 

シンジケートローン 4,715,573 千円 

（注）シンジケートローンは、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするものであります。 

１－９．その他企業集団の現況に関する重要な事項 

該当事項はありません。 

２．株式に関する事項 

２－１．発行可能株式総数      ２億株 

２－２．発行済み株式の総数 53,901,120 株 

普通株式   53,901,120 株 

２－３．当事業年度末の株主数  49 名 

２－４．上位１０名の株主の状況（2023 年３月 31 日現在） 

株主名 持株比率（％） 持株数 

袴田 武史 12,000,000 22.3% 

株式会社 INCJ 6,117,800 11.4% 

インキュベイトファンド 3 号投資事業有限責任組合 5,992,580 11.1% 

株式会社日本政策投資銀行 3,495,880 6.5% 
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IF Growth Opportunity Fund I, L.P. 2,135,720 4.0% 

中村 貴裕 2,000,000 3.7% 

株式会社 TBS ホールディングス 1,747,940 3.2% 

IF SPV 1 号投資事業組合 1,174,880 2.2% 

株式会社 SMBC 信託銀行（特定運用金外信託口宇宙フロンテ

ィア・ファンド） 

1,174,660 2.2% 

ICJ1 号ファンド投資事業有限責任組合 1,000,000 1.9% 

吉田 和哉 1,000,000 1.9% 

２－５．その他株式に関する重要な事項 

該当事項はありません。 

３．新株予約権等に関する事項 

３－１．当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の内

容の概要 

名称 第１回新株予約権 

新株予約権の数 5,000 個 

保有人数 

① 当社取締役（社外役員を除く）

② 当社社外取締役（社外役員に限る）

③ 当社監査役

1 名 

0 名 

0 名 

新株予約権の目的である株式の種類及び数 普通株式 100,000 株 

（新株予約権１個当たり 20 株） 

新株予約権の発行価額 新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しな

い 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額 

1 株あたり 50 円 

新株予約権の行使期間 2017年 10月 23 日から 2027年 10月 23 日まで 

新株予約権の主な行使条件 （注）１ 

名称 第 4 回新株予約権 

新株予約権の数 10,000 個 

保有人数 

① 当社取締役（社外役員を除く）

② 当社社外取締役（社外役員に限る）

③ 当社監査役

1 名 

0 名 

0 名 

新株予約権の目的である株式の種類及び数 普通株式 200,000 株 
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（新株予約権１個当たり 20 株） 

新株予約権の発行価額 新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しな

い 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額 

１株あたり 122 円 

新株予約権の行使期間 2020年 5月 24 日から 2028年 5月 23日まで 

新株予約権の主な行使条件 （注）２ 

名称 第６回新株予約権 

新株予約権の数 15,000 個 

保有人数 

① 当社取締役（社外役員を除く）

② 当社社外取締役（社外役員に限る）

③ 当社監査役

1 名 

0 名 

0 名 

新株予約権の目的である株式の種類及び数 普通株式 300,000 株 

（新株予約権１個当たり 20 株） 

新株予約権の発行価額 新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しな

い 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額 

1 株あたり 164 円 

新株予約権の行使期間 2022年 2月 27 日から 2030年 2月 26日まで 

新株予約権の主な行使条件 （注）３ 

（注）１．第１回新株予約権の主な行使条件 

（１）新株予約権者のうち、新株予約権発行時において当社又は当社の子会社の取締役、執行

役員又は従業員の地位（以下、「従業員等の地位」という。）にあった者は、新株予約

権行使時においても継続して従業員等の地位にある場合に限り、他の新株予約権の行使

の条件を充足している（行使ができなくなる条件に該当しないことも含む。以下同じ）

ことを条件に、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者

が従業員等の地位を喪失した日から 1 年間は、他の新株予約権の行使の条件を充足して

いることを条件に、従業員等の地位を喪失した時点までに行使可能となっていた部分に

つき新株予約権を行使することができるものとする。また、新株予約権者が従業員等の

地位を喪失した日から 1 年を経過した後であっても、新株予約権の行使期間満了までの

間は、当社が当社取締役会決議によって新株予約権の行使を相当と認める場合には、従

業員等の地位を喪失した時点までに行使可能となっていた部分につき新株予約権を行

使することができるものとする。 

（２）新株予約権者が死亡した場合で、死亡時において従業員等の地位にあった場合には、新

株予約権は当該新株予約権者の相続人に承継され、当該相続人は、死亡時から 6 ヶ月間
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は他の新株予約権の行使の条件を充足していることを条件に、死亡時までに行使可能と

なっていた部分につき新株予約権を行使することができるものとする。新株予約権者が

死亡し、相続人がいない場合には、新株予約権者の死亡時点において未行使の新株予約

権は放棄したものとみなす。 

（３）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができ

ない。  

（４）新株予約権者が故意若しくは重過失により当社の社内規程に違反した場合、新株予約権

者が不正行為、営業秘密の漏えいその他の故意若しくは重過失による義務違反により当

社に対して損害を与えた場合、当該新株予約権者は、その有する新株予約権を行使する

ことができない。また、これらの事由に該当するか否かを当社が調査している期間、当

該新株予約権者は、その有する新株予約権を行使することができないものとする。 

（５）前各号の規定にかかわらず、当社が当社取締役会決議によって新株予約権の権利の行使

を認めた場合、当該決議の内容に従って新株予約権を行使することができるものとする。 

２．第４回新株予約権の主な行使条件 

（１）新株予約権者のうち、新株予約権発行時において当社又は当社の子会社の取締役、執行

役員又は従業員の地位（以下、「従業員等の地位」という。）にあった者は、新株予約

権行使時においても継続して従業員等の地位又は社外協力者の地位（業務委託先、顧問、

アドバイザー、コンサルタント等、当社又は当社の子会社との間で協力関係にある者を

いう。以下同じ）にある場合に限り、他の新株予約権の行使の条件を充足している（行

使ができなくなる条件に該当しないことも含む。以下同じ）ことを条件に、新株予約権

を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者が従業員等の地位又は社外

協力者の地位を喪失した日から 1年間は、他の新株予約権の行使の条件を充足している

ことを条件に、従業員等の地位又は社外協力者の地位を喪失した時点までに行使可能と

なっていた部分につき新株予約権を行使することができるものとする。また、新株予約

権者が従業員等の地位又は社外協力者の地位を喪失した日から 1年を経過した後であっ

ても、行使期間満了までの間は、当社が当社取締役会決議によって新株予約権の行使を

相当と認める場合には、従業員等の地位又は社外協力者の地位を喪失した時点までに行

使可能となっていた部分につき新株予約権を行使することができるものとする。 

（２）新株予約権者が死亡した場合で、死亡時において従業員等の地位又は社外協力者の地位

にあった場合には、新株予約権は当該新株予約権者の相続人に承継され、当該相続人は、

死亡時から 6 ヶ月間は他の新株予約権の行使の条件を充足していることを条件に、死亡

時までに行使可能となっていた部分につき新株予約権を行使することができるものと

する。新株予約権者が死亡し、相続人がいない場合には、新株予約権者の死亡時点にお

いて未行使の新株予約権は放棄したものとみなす。 

（３）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができ

ない。 
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（４）新株予約権者が故意若しくは重過失により当社の社内規程に違反した場合、新株予約権

者が不正行為、営業秘密の漏えいその他の故意若しくは重過失による義務違反により当

社に対して損害を与えた場合、当該新株予約権者は、その有する新株予約権を行使する

ことができない。また、これらの事由に該当するか否かを当社が調査している期間、当

該新株予約権者は、その有する新株予約権を行使することができないものとする。 

（５）前各号の規定にかかわらず、当社が当社取締役会決議によって新株予約権の権利の行使

を認めた場合、当該決議の内容に従って新株予約権を行使することができるものとす

る。  

３．第６回新株予約権の主な行使条件 

（１）新株予約権者のうち、新株予約権発行時において当社又は当社の子会社の取締役、執行

役員又は従業員の地位（以下、「従業員等の地位」という。）にあった者は、新株予約権

行使時においても継続して従業員等の地位又は社外協力者の地位（業務委託先、顧問、

アドバイザー、コンサルタント等、当社又は当社の子会社との間で協力関係にある者を

いう。以下同じ）にある場合に限り、他の新株予約権の行使の条件を充足している（行

使ができなくなる条件に該当しないことも含む。以下同じ）ことを条件に、新株予約権

を行使することができるものとする。 

（２）本新株予約権は、権利者が生存していることを条件とし、新株予約権者が死亡した場合、

本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。 

（３）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができ

ない。 

（４）新株予約権者が故意若しくは重過失により当社の社内規程に違反した場合、新株予約権

者が不正行為、営業秘密の漏えいその他の故意若しくは重過失による義務違反により当

社に対して損害を与えた場合、当該新株予約権者は、その有する新株予約権を行使する

ことができない。また、これらの事由に該当するか否かを当社が調査している期間、当

該新株予約権者は、その有する新株予約権を行使することができないものとする。 

（５）前各号の規定にかかわらず、当社が当社取締役会決議によって新株予約権の権利の行使

を認めた場合、当該決議の内容に従って新株予約権を行使することができるものとす

る。  

３－２．当事業年度中に使用人等に対して職務執行の対価として交付された新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

３－３．その他新株予約権等に関する重要な事項 

該当事項はありません。 
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４．会社役員に関する事項 

４－１．氏名、地位及び担当、重要な兼職の状況等（2023 年３月 31日現在） 

氏名 地位及び担当 重要な兼職の状況 

袴 田 武 史 代表取締役ＣＥＯ － 

野 﨑 順 平 取締役ＣＦＯ － 

赤 浦 徹 取締役 インキュベイトファンド株式会社代表取締役

桑 内 孝 志 取締役 jinjer株式会社代表取締役 

川 名 浩 一 取締役 東京エレクトロンデバイス株式会社社外取締役 

株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役 

コムシスホールディングス株式会社社外取締役

株式会社レノバ社外取締役 

株式会社クボタ社外取締役 

ルブリスト株式会社代表取締役

畑 田 康二郎 取締役 将来宇宙輸送システム株式会社代表取締役 

牧 野 隆 取締役 ― 

中 田 華寿子 取締役 アクチュアリ株式会社代表取締役

株式会社アドバンスクリエイト社外取締役 

株式会社フォーラムエンジニアリング社外取締役 

井 上 優 司 監査役（常勤） ― 

小 田 望 未 監査役 弁護士 

轟 芳 英 監査役 公認会計士 

株式会社 MICIN 社外監査役 

株式会社どぅし南ぬ島取締役 

（注）１．取締役の赤浦徹氏、桑内孝志氏、川名浩一氏、畑田康二郎氏、牧野隆氏及び中田華寿子氏

は、社外取締役であります。 

２．2022 年６月 30 日付で、監査役の中田華寿子氏は取締役となりました。 

３．監査役の井上優司氏は、他の会社の経理・財務部門に約 35 年間、当社の経理シニア・ア

ドバイザ―及び内部監査室長として約３年間勤務した経験を有しており、財務及び会計に

関する相当程度の知見を有しております。 

４．監査役の小田望未氏及び轟芳英氏は、社外監査役であります。 

５．社外監査役小田望未氏は、弁護士の資格を有し、モリソン・フォースター法律事務所パー

トナーを務める等、企業法務分野に関する豊富な経験及び知識を有しております。

６．社外監査役轟芳英氏は、公認会計士の資格を有し、財務・会計に精通しており、また、有

限責任あずさ監査法人でのパートナーとしての経験から企業統治に関する見識を有して

おります。 

７．当社と各社外取締役及び各社外監査役の兼務先との間に重要な取引関係はありません。 

８．前取締役の中村貴裕氏及び吉田和哉氏、社外監査役の児玉洋貴氏が辞任しております。 
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４－２．責任限定契約に関する事項 

当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定及び当社定款の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役

の全員と会社法第 423条第１項に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しております。 

当該契約は、会社法第 423 条第１項の社外取締役及び社外監査役の責任につき、会社法第 425 条

第 1 項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。 

４－３．役員等賠償責任保険契約の概要 

当社は、会社法第 430 条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者がそ

の地位に基づいて行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の損害賠

償金および訴訟費用等を填補することとしております。ただし、故意または重過失に起因して生じた

当該損害は填補されません。 

 当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社および子会社の取締役および監査役であり、す

べての被保険者について、保険料の全額を当社が負担しております。 

４－４．取締役、監査役ごとの報酬等の総額 

役員区分 報酬等の 

総額 

(千円) 

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる役員

の員数 

（人） 

基本報酬 業績連動 

報酬等 

非金銭 

報酬等 

取締役 

（うち社外役員） 

38,550 

（6,450） 

38,550 

（6,450） 

－ 

（－） 

－ 

（―） 

８ 

（４） 

監査役 

（うち社外役員） 

13,020 

（3,900） 

13,020 

（3,900） 

－ 

（－） 

－ 

（－） 

５ 

（４） 

 当社取締役および監査役の報酬の総額は、2018年 12 月 19 日開催の臨時株主総会および 2021年７

月 19 日開催の臨時株主総会において、それぞれ年額 50,400 千円および 20,800 千円以内と決議して

おり、各取締役および各監査役の報酬算定方法は、取締役会および監査役会にて定めております。 

４－５．社外役員に関する事項 

社外役員の当事業年度における主な活動状況等 

区分 氏名 主な活動状況等 

社外取締役 赤 浦  徹 当事業年度に開催された 27 回の取締役会すべてに

出席し、企業経営に携わった経験・見識としての専

門的見地から適宜発言を行っております。 

社外取締役 桑 内 孝 志 当事業年度に開催された 27 回の取締役会すべてに

出席し、企業経営に携わった経験・見識としての専

門的見地から適宜発言を行っております。 

社外取締役 川 名 浩 一 当事業年度に開催された 27 回の取締役会すべてに
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出席し、企業経営に携わった経験・見識としての専

門的見地から適宜発言を行っております。 

社外取締役 中 田 華寿子 当事業年度に開催された 27 回の取締役会すべてに、

また監査役として 3 回の監査役会に出席し、企業経

営に携わった経験・見識としての専門的見地から適

宜発言を行っております。 

社外取締役 牧 野  隆 2022 年６月 30 日の就任後、当事業年度に開催され

た 22 回の取締役会に出席し、企業経営に携わった経

験・見識としての専門的見地から適宜発言を行って

おります。 

社外取締役 畑 田 康二郎 2022 年６月 30 日の就任後、当事業年度に開催され

た 22 回の取締役会に出席し、企業経営に携わった経

験・見識としての専門的見地から適宜発言を行って

おります。 

社外監査役 轟 芳 英 2022 年６月 30 日の就任後、当事業年度に開催され

た 22 回の取締役会、11 回の監査役会に出席し、公

認会計士としての専門的見地から適宜発言を行って

おります。 

社外監査役 小 田 望 未 2022 年６月 30 日の就任後、当事業年度に開催され

た 22 回の取締役会、11 回の監査役会に出席し、弁

護士としての専門的見地から適宜発言を行っており

ます。 

5．会計監査人に関する事項 

5－1．氏名又は名称 

有限責任あずさ監査法人 

5－2．会計監査人の報酬等の額 

当社が支払うべき報酬等の額  44,500 千円 

（注）１．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を

踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認

し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第 399 条第１項の同意を行って

おります。 

5－3．非監査業務の内容 

該当ありません。 
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5－4．解任又は不再任の決定の方針 

 監査役会は、会計監査人が会社法第 340 条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査役会で協議のうえ、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場

合、解任後最初に招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役は会計監査人を解任し

た旨と解任理由を報告いたします。 

 また、監査役会は、会計監査人の独立性、監査体制、品質管理体制が整備されていないと認めら

れる場合など、会計監査人の職務の執行に支障があると認められるときは、当該会計監査人の解任

または不再任の検討を行い、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人

の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。 

6．業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項 

当社の業務の適正を確保するための体制について、取締役会で決議した内容は次のとおりであり 

ます。 

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制

（１） 取締役会は、当社で共有すべきルールや考え方、法令、定款、株主総会決議、取締役会

決議等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。

（２） 取締役会は、内部統制システムの整備に関する基本方針を決定し、取締役が適切に内

部統制システムを構築・運用し、それに従い職務を執行するよう監督する。

（３） 取締役は、各監査役が監査役会で定めた監査方針・計画に従い、監査役の監査を受け

る。

（４） 取締役会は、当社における法令等遵守の徹底及び不正行為の防止等を図るために、コ

ンプライアンス規程を制定し、取締役及び使用人の職務が法令及び定款に適合するた

めの体制を整備する。

（５） 当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関りを持たず、不当な要求に応じない事を

基本方針とする。また、かかる方針を取締役及び使用人に周知徹底するために反社会

的勢力対応規程を制定する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社の株主総会及び取締役会の議事録、経営及び業務執行に係る重要な情報について

は、法令ならびに当社が定める文書管理規程等の関連規程に従い、適切に記録し定め

られた期間これを保存する。 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１） リスク管理規程を制定し、会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する

組織、責任者を定め、適切に対応する体制を構築する。

（２） 危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外の適切な情報伝達を含め、当該危機に対

して適切かつ迅速に対処するものとする。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われる事を確保するための体制

（１） 取締役会規程、当社決裁権限規程を定め、取締役会の職務及び権限の明確化を図る。

（２） 取締役会を毎月 1 回定期的に開催するほか必要に応じて適宜臨時に開催する。

⑤ 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

（１） 関係会社担当部署を設置し、子会社管理規程に基づき、関係会社管理を行う。

（２） 取締役会は、当社グループの経営計画を決議し、CFO はその推進状況を定期的に取締役
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会に報告する。 

（３） 上記③の損失の危険の管理に関する事項は子会社に適用させ、当社がグループ全体の

リスクを統括的に管理する。

（４） 子会社における職務執行に関する権限については、決裁権限規程に明文化し、業務を

効率的に遂行する。

（５） 内部監査室は、当社及び当社子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役 CEO に

報告する。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項

監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議の上、監査役スタッフを任命し、当該

監査業務の補助に当たらせる。 

⑦ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長の指揮・命令は受

けないものとする。又、当該使用人の人事異動及び考課については、監査役の同意を得

るものとする。 

⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

（１） 監査役は、取締役会の他、経営戦略会議等の重要な社内会議へ出席することができ、当

社における重要事項や損害を及ぼす恐れのある事実等について取締役及び使用人から

報告を受ける事ができる。

（２） 取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び不正行為や重要

な法令ならびに定款違反行為を認知した場合、すみやかに、これを監査役に報告する。

（３） 取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合に

は、速やかに報告する。

⑨ 監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確

保するための体制

当社は、監査役に報告した者に対し、当該通報・報告をしたことを理由として、解雇そ

の他不利な取り扱いを行うことを禁止する。 

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（１） 監査役会は、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保する。

（２） 監査役会は、代表取締役と定期的に会合を開き、当社の対処すべき課題、及び監査上の

重要課題等について相互の意思疎通を図る。

（３） 監査役は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、連携を保ちながら

必要に応じて調査及び報告を求める。

（４） 監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計

士、その他の専門家の意見を聴取することができる。

7．業務の適正を確保するための体制の運用状況 

取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適

正を確保するための体制の運用状況の概要は以下の通りであります。 

① 内部統制システム全般

当社の内部統制システム全般の整備・運用状況につき、内部監査室がモニタリングし、改

善を進めております。
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② コンプライアンス

当社は使用人に対し、必要なコンプライアンスについて周知を行い、法令及び定款を遵守

するための取組みを継続的に行っております。

③ リスク管理体制

経営戦略会議において、当社各部門から報告されたリスクのレビューを実施して全社的な

情報共有に努めたほか、当該リスクの管理状況について報告いたしました。

④ 内部監査

内部監査計画に基づき、内部監査を実施いたしました。

以上 
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事業報告附属明細書 

(2022 年 4 月 1 日～2023年 3 月 31 日) 

記載すべき事項はありません。 

以 上 
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（第13期）　

連 結 決 算 報 告 書

自　2022　年　4　月　 1　日

至　2023　年　3　月　31　日

株式会社ｉｓｐａｃｅ

東京都中央区日本橋浜町三丁目42番３号
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（単位:千円）

金額 金額

（資産の部） （負債の部） 

流　動　資　産 5,730,899 流　動　負　債 4,123,995

現金及び預金 3,381,935 短期借入金 1,383,338

売掛金 29,139 契約負債 2,382,279

仕掛品 107,395 その他 358,377

前渡金 1,745,975

その他 466,453

固　定　資　産 1,461,986 固　定　負　債 5,416,497

有　形　固　定　資　産 141,757 長期借入金 5,395,573

建物 63,091 繰延税金負債 20,923

工具、器具及び備品 254,267

その他 9,043

減価償却累計額 △ 184,645

無　形　固　定　資　産 66,087

ソフトウェア 64,667 負　債　合　計 9,540,493 

ソフトウェア仮勘定 1,420

（純資産の部） 

株　主　資　本 △ 2,523,276

投 資 そ の 他 の 資 産 1,254,141 資　本　金 93,022

長期前渡金 1,148,148 資　本　剰　余　金 8,556,042

その他 105,993 利　益　剰　余　金 △ 11,172,340

その他の包括利益累計額 △ 25,372

為替換算調整勘定 △ 25,372

新株予約権 201,042

純　資　産　合　計 △ 2,347,606

資　産　合　計 7,192,886 負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,192,886

連　結　貸　借　対　照　表

（2023　年　3　月　31　日　現在）

科 目 科 目
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（単位:千円）

989,241

436,468

552,773

11,576,677

△ 11,023,904

1,009

17,504

83,481

2,789 104,785

196,155

250,000

13,026 459,181

△ 11,378,300

347 347

△ 11,378,647

12,721

6,879 19,600

△ 11,398,248

△ 11,398,248

(自　2022　年　4　月　 1　日  至　2023　年　3　月　31　日)

金額科 目

売上原価

売上総利益

売上高

営業損失

営業外収益

販売費及び一般管理費

受取損害賠償金

補助金収入

その他

営業外費用

為替差益

特別損失

支払利息

連　結　損　益　計　算　書

親会社株主に帰属する当期純損失

支払手数料

固定資産除却損

税金等調整前当期純損失

その他

法人税、住民税及び事業税

当期純損失

法人税等調整額

経常損失
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（単位：千円）

100,000 12,759,399 △ 3,984,477 8,874,921 △ 49,345 △ 49,345 5,973 8,831,549

連結会計年度中の変動額

親会社株主に帰属する当期純損失(△) - - △ 11,398,248 △ 11,398,248 - - - △ 11,398,248

資本金から剰余金への振替 △ 7,003 7,003 - - - - - -

欠損填補 - △ 4,210,385 4,210,385 - - - - -

新株予約権の行使 25 25 - 51 - - - 51

- - - - 23,972 23,972 195,068 219,040

連結会計年度中の変動額合計 △ 6,978 △ 4,203,356 △ 7,187,862 △ 11,398,197 23,972 23,972 195,068 △ 11,179,156

93,022 8,556,042 △ 11,172,340 △ 2,523,276 △ 25,372 △ 25,372 201,042 △ 2,347,606

その他の包括利益累計額

資本金

2022年4月1日残高

　株主資本以外の項目の当期連結会計年度変動額
（純額）

2023年3月31日残高

新株予約権 純資産合計

連　結　株　主　資　本　等　変　動　計　算　書

(自　2022　年　4　月　 1　日    至　2023　年　3　月　31　日)

株主資本

資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計

為替換算
調整勘定

その他の
包括利益
累 計 額
合　　計
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連結注記表 

自 2022年 4 月 １日 

至 2023年 3 月 31 日 

１.連結の範囲に関する事項

(１)連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称等

連結子会社の数 ３社 

主要な連結子会社の名称 ispace EUROPE S.A. 

ispace technologies U.S., inc. 

株式会社 ispace Japan 

(２)主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称 

第９回新株予約権信託 

第 10 回新株予約権信託 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社は、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等からみて、連結計算書類に重要な影響を及

ぼしていないためであります。 

２.持分法の適用に関する事項

 持分法を適用していない非連結子会社（第９回新株予約権信託他、計２社）は、当期純損

益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除

いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分

法の適用範囲から除外しております。 

３.連結子会社の事業年度等に関する事項

 連結子会社である ispace EUROPE S.A.及び ispace technologies U.S., inc.の決算日は

12月 31 日、株式会社 ispace Japan の決算日は３月 31 日であります。 

 連結計算書類の作成にあたっては、各社の決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、

連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な修正を行っております。 

４.会計方針に関する事項

(１) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に

36



ついては、定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物 ３年～15 年 

工具、器具及び備品 ２年～10 年 

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりです。

自社利用のソフトウェア 5 年

(２) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。なお、当連結会計年度末における計上はありません。 

(３) 重要な収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）及び「収益認

識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）を適

用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサー

ビスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

 当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義

務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下

のとおりであります。 

① ペイロードサービス

月に輸送する物資である顧客荷物（以下「ペイロード」と言います）を当社グループの

ランダーやローバーに搭載し、月まで輸送するサービスを提供します。本サービスの履行

義務には、ロケットの打上げから月面へのペイロードの輸送は勿論のこと、打上げ前から

顧客のペイロードをランダー及びローバーに搭載するための技術的なアドバイスと調整、

更には月面到着後の実験や関連するデータ通信等にかかるサービスの提供までが含まれて

おります。当該履行義務は一定期間で充足されるものと判断しておりますが、進捗度を合

理的に見積ることができないため、履行義務を充足する際に発生する費用を回収すること

が見込まれる場合には、原価回収基準により収益を認識しております。 

② パートナーシップサービス

当社グループの活動を、コンテンツとして利用する権利や広告媒体上でのロゴマーク
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の露出、映像データ利用権等をパッケージとして販売し、技術開発や事業開発で協業を

行うパートナーシップ・プログラムの提供をしております。顧客は契約期間にわたり便

益を享受することから、履行義務は一定期間で充足されると判断し、契約期間に応じて

収益を認識しております。 

(４) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

なお、在外子会社の資産及び負債は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定に含めて計上しております。 

５.表示方法の変更に関する注記

連結貸借対照表

 前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「仕掛品」は、金額的

重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。 

なお、前連結会計年度における「流動資産」の「仕掛品」は、59,707 千円であります。 

６.会計上の見積りに関する注記

１．固定資産の減損

(１)当連結会計年度の連結計算書類に計上した額

 当連結会計年度の連結貸借対照表において、固定資産 207,844 千円（有形固定資産 141,757

千円及び無形固定資産 66,087 千円）を計上しております。 

 当社グループの事業は月面開発事業の単一セグメントであり、連結の見地からグルーピング

を行い当社及び当社の連結子会社である ispace EUROPE S.A.及び ispace technologies U.S., 

inc.を合わせて一つの資産グループとしており、営業活動から生じる損益が継続してマイナス

であり事業計画にも一部見直しを行ったことから減損の兆候があると認められたため、当連結

会計年度において固定資産の減損損失の認識の要否に関する判定を行いました。 

 その結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額 207,844 千円（有形

固定資産 141,757 千円及び無形固定資産 66,087 千円）を上回ったことから、減損損失は計上し

ておりません。 

(２)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

 固定資産に減損の兆候が認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キ

ャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判

定する必要があります。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識されます。 

減損損失の認識の要否判定に用いられる割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、事業計
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画を基礎としており、顧客との契約に基づく売上の計上時期及び計上金額に係る仮定が含まれ

ています。将来予測は不確実性を伴い、割引前将来キャッシュ・フローの見積りに対して、実

際に発生したキャッシュ・フローが見積りを大きく下回った場合、固定資産の減損損失が発生

する可能性があります。 

７.連結貸借対照表に関する注記

（財務制限条項）

 当社は、複数の金融機関との間でシンジケートローン契約を締結しており、以下のとおり財

務制限条項が付されております。なお、当社は 2023 年３月期末時点において、当該条項に抵触

しております。しかしながら、2023 年３月期末を基準とする財務制限条項に係る期限の利益喪

失につき権利行使しないことについてシンジケート団から合意を得ております。 

2022 年７月 26 日契約（当連結会計年度末残高 4,715,573 千円） 

①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持

すること。 

②各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を 30 億円以上に維持

すること。 

８.連結株主資本等変動計算書に関する注記

（当連結会計年度末における発行済株式の種類および総数）

普通株式 53,901,120株 

（当連結会計年度末における新株予約権の目的となる株式の数（行使期間の初日が到来していな

いものを除く）） 

普通株式 8,786,543 株 

９. 金融商品に関する注記

(１)金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、必要な資金を主に自己資金で賄っております。

一時的な余剰資金につきましては、安全性の高い金融資産で運用しております。

デリバティブ取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク

 営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。 

短期借入金は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであります。 

長期借入金は、主に研究開発資金の調達を目的としたものであり、返済期限は決算日

後、最長で８年であります。 

③ 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
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 当社グループは、債権管理規程に従い、営業債権について、管理部にて取引先毎に残

高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の軽減を図っております。 

 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

 当社グループは、各部署からの報告に基づき適時に資金計画を作成・更新するこ

とにより、流動性リスクを管理しております。 

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り

込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動すること

があります。 

(２)金融商品の時価等に関する事項

2023年 3月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。 

（単位：千円） 

連結貸借対照表計上額 時価 差額 

長期借入金 5,395,573 5,399,132 3,558 

負債計 5,395,573 5.399,132 3,558 

（注）１．現金は注記を省略しており、預金、売掛金、短期借入金、未払金、未払費用、 

未払法人税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額と近似するものであるこ

とから、記載を省略しております。 

（注）２．金銭債権の連結決算日後の償還予定額 

（単位：千円） 

１年以内 
１年超 

５年以内 

５年超 

10 年以内 
10 年超 

現金及び預金 3,381,935 － － － 

売掛金 29,139 － － － 

合計 3,411,075 － － － 

(３)金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の３つのレベルに分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において

形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格に

より算定した時価 
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レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外

の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに

時価を分類しております。 

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（単位：千円） 

時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

長期借入金 － 5,399,132 － 5,399,132 

負債計 － 5,399,132 － 5,399,132 

(注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

長期借入金の時価については、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リ

スクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価

に分類しております。 

１０.収益認識に関する注記

(１)顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円） 

売上区分 

合計 ペイロード

サービス

パートナーシッ

プサービス 
その他 

一時点で移転される財 

一定期間にわたり移転される財 

- 

318,152 

- 

283,085 

388,003 

- 

388,003 

601,238 

顧客との契約から生じる収益 318,152 283,085 388,003 989,241 

その他の収益 - - - - 

外部顧客への売上高 318,152 283,085 388,003 989,241 

(２)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「４.会計方針に関する事項(３)重要な収益及

び費用の計上基準」に記載のとおりです。

(３)当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

契約資産及び契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高は以下のとおりであります。
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（単位：千円） 

当事業年度 

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 22,116 

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 29,139 

契約資産（期首残高） - 

契約資産（期末残高） - 

契約負債（期首残高） 1,225,401 

契約負債（期末残高） 2,382,279 

なお、当連結会計年度に認識された収益のうち、期首時点で契約負債に含まれてい

た金額は 469,426 千円であり、過去の期間に充足された履行義務に係る金額は重要で

はありません。また、当連結会計年度において、契約負債が 1,156,878 千円増加した

主な理由は、前受金の増加によるものであります。 

(４)残存履行義務に配分した取引価格

未充足(又は部分的に未充足)の履行義務は、2023年３月31日時点で3,903,713千円であり

ます。当該履行義務は、主にペイロードサービス及びパートナーシップサービスに関する

ものであり、履行義務の充足につれて期末日後30ヵ月の間で収益を認識することを見込ん

でおります。 

１１. 1 株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 △47円28銭

１株当たり当期純損失 △211円47銭

１２.重要な後発事象に関する注記

（公募による新株式の発行）

 当社は、2023 年４月 12 日に東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。 

この上場にあたり、2023 年３月８日及び 2023 年３月 27 日開催の取締役会決議に基づき、

下記の通り公募による新株式の発行を実施し、2023 年４月 11 日に払込が完了いたしまし

た。 

 この結果、資本金は 3,191,560 千円、発行済株式総数は 80,420,620 株となっております。 

① 募集方法 国内及び海外における同時募集。国内募集については、

発行価格での国内における一般募集。海外募集について

は、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場におけ

る募集（ただし、米国においては 1933 年米国証券法に 

基づくルール 144Aに従った適格機関投資家に対する販売

のみとする。）。 

② 募集株式の種類及び数 普通株式 26,519,500 株 

国内：19,309,700 株 

海外：7,209,800 株 

③ 発行価格 １株につき 254 円 
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④ 引受価額 国内：１株につき 233.68 円 

海外：１株につき 233.68 円 

⑤ 払込金額 国内：１株につき金 198.90 円 

海外：１株につき金 198.90 円 

この金額は会社法上の払込金額であり、2023 年３月 27

日開催の取締役会において決定された金額であります。 

⑥ 資本組入額 国内：１株につき 116.84 円 

海外：１株につき 116.84 円 

⑦ 発行価額の総額 5,274,728 千円 

この金額は会社法上の払込金額の総額であります。 

⑧ 増加する資本金の額 3,098,538 千円 

⑨ 増加する資本準備金の額 3,098,538 千円 

⑩ 引受価額の総額 6,197,076 千円 

⑪ 払込期日 2023 年４月 11 日 

⑫ 資金の使途 1. 当社が 2024年に予定するミッション２の打上代金へ

の充当、2. ミッション２で利用するランダー製造費用

への充当、3. 連結子会社への投融資、を予定しており

ます。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融

商品等で運用する方針であります。

（第三者割当増資による新株式の発行） 

 当社は、2023 年３月８日及び 2023年３月 27 日開催の取締役会に基づき、ＳＭＢＣ日興

証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連し、同社を割当

先とする第三者割当増資による新株発行を実施し、2023年５月 10 日に払込が完了しており

ます。新株式発行の概要は以下の通りです。 

① 募集株式の種類及び数 普通株式 1,242,900 株 

② 割当価格 １株につき 233.68 円 

③ 払込金額 １株につき 198.90 円 

④ 資本組入額 １株につき 116.84 円 

⑤ 割当価格の総額 290,440 千円 

⑥ 増加する資本金の額 145,220 千円 

⑦ 増加する資本準備金の額 145,220 千円 

⑧ 払込期日 2023 年５月 10 日 

⑨ 資金の使途 「（公募による新株式の発行）⑫ 資金の使途」と同一

であります。 
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（第13期）　

決　算　報　告　書

自　2022　年　4　月　 1　日

至　2023　年　3　月　31　日

株式会社ispace

東京都中央区日本橋浜町三丁目42番３号
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（単位:千円）

金額 金額

（資産の部） （負債の部） 

流　動　資　産 5,702,259 流　動　負　債 4,088,768

現金及び預金 2,392,502 未払金 131,864

売掛金 29,139 短期借入金 1,383,338

仕掛品 72,345 未払費用 234,657

前渡金 819,752 未払法人税等 7,404

前払費用 281,153 契約負債 2,315,005

短期貸付金 2,144,181 その他 16,498

その他 183,808

貸倒引当金 △ 220,624

固　定　資　産 1,312,982 固　定　負　債 5,395,573

有　形　固　定　資　産 84,953 長期借入金 5,395,573

建物 63,091

工具、器具及び備品 181,462

その他 9,043

減価償却累計額 △ 168,644

無　形　固　定　資　産 29,787 負　債　合　計 9,484,342 

ソフトウェア 28,367

ソフトウェア仮勘定 1,420 （純資産の部） 

株　主　資　本 △ 2,670,142

資　本　金 93,022

投 資 そ の 他 の 資 産 1,198,241 資　本　剰　余　金 8,556,042

関係会社株式 0 資本準備金 8,556,042

長期前渡金 1,108,526 利　益　剰　余　金 △ 11,319,206

その他 89,715 その他利益剰余金 △ 11,319,206

繰越利益剰余金 △ 11,319,206

新株予約権 201,042

純　資　産　合　計 △ 2,469,100

資　産　合　計 7,015,242 負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,015,242

科 目科 目

貸　借　対　照　表

（2023　年　3　月　31　日　現在）
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（単位:千円）

金額

625,862

339,954

285,908

11,373,901

11,087,993

62,049

154,623

17,504

81,482

1,363 317,023

195,717

貸倒引当金繰入額 85,337

支払手数料 259,750

3,275 544,080

11,315,050

固定資産除却損 347 347

11,315,397

3,809

11,319,206

経常損失

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業損失

営業外収益

受取利息

受取賃貸料

その他

営業外費用

為替差益

当期純損失

税引前当期純損失

法人税、住民税及び事業税

支払利息

その他

特別損失

受取損害賠償金

(自　2022　年　4　月　 1　日  至　2023　年　3　月　31　日)

損　益　計　算　書

科 目

売上高
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（単位：千円）

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

100,000 12,759,399 - 12,759,399 △ 4,210,385 △ 4,210,385 8,649,013 5,973 8,654,986

事業年度中の変動額

準備金から剰余金への振替 △ 4,210,385 4,210,385 - - - 

資本剰余金から利益剰余金への振替 △ 4,210,385 △ 4,210,385 4,210,385 4,210,385 - - 

資本金から準備金への振替 △ 7,003 7,003 7,003 - - 

当期純損失 (△) △ 11,319,206 △ 11,319,206 △ 11,319,206 △ 11,319,206

新株予約権の行使 25 25 25 51 51

195,068 195,068

当事業年度中の変動額合計 △ 6,978 △ 4,203,356 - △ 4,203,356 △ 7,108,821 △ 7,108,821 △ 11,319,155 195,068 △ 11,124,087

93,022 8,556,042 - 8,556,042 △ 11,319,206 △ 11,319,206 △ 2,670,142 201,042 △ 2,469,100

2022年4月1日残高

2023年3月31日残高

　株主資本以外の項目の当期変動額
　（純額）

株　主　資　本　等　変　動　計　算　書

(自　2022　年　4　月　 1　日  至　2023　年　3　月　31　日)

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備金

資本剰余金
合計

その他資本剰余金
利益剰余金

合計

新株予約権
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個別注記表 

自 2022年 4 月 １日 

至 2023年 3 月 31 日 

１.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(１) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式 移動平均法による原価法によっております。 

(２) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につい

ては、定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は、以下のとおりです。 

建物 ３年～15 年 

工具、器具及び備品 ２年～10 年 

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりです。

自社利用のソフトウェア ５年

(３) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

(４) 重要な収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）及び「収益認識

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）を適用し

ており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交

換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

  当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及

び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであり

ます。 
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ペイロードサービス 

月に輸送する物資である顧客荷物（以下「ペイロード」と言います）を当社のランダーや

ローバーに搭載し、月まで輸送するサービスを提供します。本サービスの履行義務には、ロ

ケットの打上げから月面へのペイロードの輸送は勿論のこと、打上げ前から顧客のペイロー

ドをランダー及びローバーに搭載するための技術的なアドバイスと調整、更には月面到着後

の実験や関連するデータ通信等にかかるサービスの提供までが含まれております。当該履行

義務は一定期間で充足されるものと判断しておりますが、進捗度を合理的に見積ることがで

きないため、履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、

原価回収基準により収益を認識しております。 

パートナーシップサービス 

 当社の活動を、コンテンツとして利用する権利や広告媒体上でのロゴマークの露出、映像

データ利用権等をパッケージとして販売し、技術開発や事業開発で協業を行うパートナーシ

ップ・プログラムの提供をしております。顧客は契約期間にわたり便益を享受することか

ら、履行義務は一定期間で充足されると判断し、契約期間に応じて収益を認識しておりま

す。 

(５) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算期末日の直物為替相場により円換算し、為替差額は損益とし

て処理しております。

２.表示方法の変更に関する注記

貸借対照表

 前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「仕掛品」は、金額的重要性

が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。 

なお、前事業年度における「流動資産」の「仕掛品」は、40,065千円であります。 

３.会計上の見積りに関する注記

１．固定資産の減損

(１)当事業年度の計算書類に計上した額

当事業年度の貸借対照表において、固定資産 114,740 千円（有形固定資産 84,953 千円及び無形

固定資産 29,787 千円）を計上しております。 

 当社の事業は月面開発事業の単一セグメントであるため、すべての固定資産を合わせて一つの

資産グループとしており、営業活動から生じる損益が継続してマイナスであることから減損の兆

候があると認められたため、当事業年度において固定資産の減損損失の認識の要否に関する判定

を行いました。 

 その結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額 114,740 千円（有形固

定資産 84,953 千円及び無形固定資産 29,787 千円）を上回ったことから、減損損失は計上してお

りません。 
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(２)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

固定資産に減損の兆候が認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシ

ュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要が

あります。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識されます。 

 減損損失の認識の要否判定に用いられる割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、事業計画

を基礎としており、顧客との契約に基づく売上の計上時期及び計上金額に係る仮定が含まれてい

ます。将来予測は不確実性を伴い、割引前将来キャッシュ・フローの見積りに対して、実際に発

生したキャッシュ・フローが見積りを大きく下回った場合、固定資産の減損損失が発生する可能

性があります。 

４.貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 2,172,171 千円 

長期金銭債権 81,602 千円 

短期金銭債務   141,420 千円 

財務制限条項 

 当社は、複数の金融機関との間でシンジケートローン契約を締結しており、以下のとおり財務制

限条項が付されております。なお、当社は 2023 年３月期末時点において、当該条項に抵触してお

ります。しかしながら、2023年３月期末を基準とする財務制限条項に係る期限の利益喪失につき権

利行使しないことについてシンジケート団から合意を得ております。 

2022 年７月 26 日契約（当事業年度末残高 4,715,573 千円） 

①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持する

こと。 

②各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を 30 億円以上に維持す

ること。 

５.損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高    1,263,729 千円 

営業取引以外による取引高 216,613 千円 

６.税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、税務上の繰越欠損金、研究開発費等であります。繰延税金

資産の金額に対して評価性引当金を計上しているため、繰延税金資産を計上しておりません。 
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７.関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

（単位：千円） 

種類 会社等の 

名称 

議決権等の 

所有（被所

有）割合 

関連当事者

との関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

子会社 ispace 

Europe, SA 

所有 

直接100% 

資金の援助 

役員の兼務 

資金の 

貸付 

‐ 短期 

貸付金 

125,070 

利息の受取 3,649 その他 

流動資産 

913 

業務委託 

取引 

121,128 未払費用 35,625 

前渡金 9,439 

長期 

前渡金 

81,602 

経費の立替 128,282 未払金 95 

子会社 ispace 

Technologi

es U.S., 

Inc. 

所有 

直接100% 

資金の援助 

役員の兼務 

資金の 

貸付 

1,371,420 短期貸付金 1,999,111 

貸付金の 

回収 

281,158 

業務委託 

取引 

967,984 未払費用 102,787 

利息の受取 58,037 その他 

流動資産 

15,685 

子会社 株式会社

ispace 

Japan 

所有 

直接100% 

資金の援助 

役員の兼務 

賃貸料の 

受取 

154,623 未収入金 - 

（注）１．貸付については、市場金利を勘案して利率を決定しております。 

２．業務委託については、発生コスト等を勘案して決定しております。 

３．経費の立替については、実費相当額であります。 

４．機器の賃貸料については、発生コスト等を勘案して決定しております。 

５．取引金額には為替差損益は含まれておらず、期末残高には為替差損益が含まれております。 

６．子会社への短期貸付金に対し、合計220,624千円の貸倒引当金を計上しております。 

また、当事業年度において合計85,337千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。 

８.収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

 収益を理解するための基礎となる情報については、連結注記表「１０．収益認識に関する注記」

に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。  
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９. 1 株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 △49円54銭

１株当たり当期純損失 △210円00銭

１０.重要な後発事象に関する注記

（公募による新株式の発行）

 当社は、2023 年４月 12 日に東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場

にあたり、2023年３月８日及び 2023年３月 27日開催の取締役会に基づき、下記の通り公募による

新株式の発行を実施し、2023 年４月 11 日に払込が完了いたしました。 

 この結果、資本金は 3,191,560 千円、発行済株式総数は 80,420,620 株となっております。 

① 募集方法 国内及び海外における同時募集。国内募集については、発行価格での国内におけ

る一般募集。海外募集については、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場における募集（た

だし、米国においては 1933 年米国証券法に基づくルール 144A に従った適格機関投資家に対する販

売のみとする。）。 

② 募集株式の種類及び数 普通株式 26,519,500 株 

国内：19,309,700 株 

海外：7,209,800 株 

③ 発行価格 １株につき 254 円 

④ 引受価額 国内：１株につき 233.68 円 

海外：１株につき 233.68 円 

⑤ 払込金額 国内：１株につき金 198.90 円 

海外：１株につき金 198.90 円 

この金額は会社法上の払込金額であり、2023 年３月 27 日開催の取締役会において決定された金額

であります。 

⑥ 資本組入額 国内：１株につき 116.84 円

海外：１株につき 116.84 円 

⑦ 発行価額の総額  5,274,728 千円 

この金額は会社法上の払込金額の総額であります。 

⑧ 増加する資本金の額  3,098,538 千円 

⑨ 増加する資本準備金の額 3,098,538 千円 

⑩ 引受価額の総額  6,197,076 千円 

⑪ 払込期日 2023 年４月 11 日 

⑫ 資金の使途 1. 当社が 2024 年に予定するミッション２の打上代金への充当、2. ミッショ

ン２で利用するランダー製造費用への充当、3. 連結子会社への投融資、を予定しております。な

お、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。 
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（第三者割当増資による新株式の発行） 

 当社は、2023年３月８日及び 2023年３月 27日開催の取締役会に基づき、ＳＭＢＣ日興証券株式

会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連し、同社を割当先とする第三者

割当増資による新株発行を実施し、2023 年５月 10 日に払込が完了しております。新株式発行の概

要は以下の通りです。 

① 募集株式の種類及び数 普通株式 1,242,900 株 

② 割当価格 １株につき 233.68 円 

③ 払込金額 １株につき 198.90 円 

④ 資本組入額 １株につき 116.84 円

⑤ 割当価格の総額 290,440 千円 

⑥ 増加する資本金の額 145,220 千円 

⑦ 増加する資本準備金の額 145,220 千円 

⑧ 払込期日 2023 年５月 10 日 

⑨ 資金の使途 「（公募による新株式の発行）⑫ 資金の使途」と同一であります。
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１. 有形固定資産および無形固定資産の明細 （単位：千円）
期首 当期 当期 当期 期末 期末

帳簿価額 増加額 減少額 償却額 帳簿価額 取得原価
建物 45,749 847 196 3,461 42,937 20,153 63,091
工具、器具及び
備品

52,888 15,154 150 28,632 39,259 142,202 181,462

その他 9,883 9,008 13,245 2,891 2,755 6,288 9,043
計 108,521 25,009 13,592 34,985 84,953 168,644 253,598

ソフトウェア 20,990 16,185 - 8,808 28,367

ソフトウェア仮
勘定

6,995 - 5,575 - 1,420

計 27,985 16,185 5,575 8,808 29,787

２. 引当金の明細 （単位：千円）

期首残高
当期

増加額
当期

減少額
期末残高

貸倒引当金 135,286 220,624 135,286 220,624

科目

計算書類に係る附属明細書

(自　2022　年　4　月　 1　日  至　2023　年　3　月　31　日)

区分 資産の種類
減価償却累

計額

有形
固定資産

無形
固定資産
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３. 販売管理費および一般管理費明細書

（単位：千円）

科目 金額 摘要

役員報酬 51,570
給料手当 391,395
法定福利費 54,156
広告宣伝費 90,735
旅費交通費 94,154
支払手数料 7,812
地代家賃 9,277
業務委託費及び支払報酬 1,770,667
研究開発費 8,323,593
減価償却費 1,995
その他 578,542
販売費及び一般管理費合計 11,373,901

(自　2022　年　4　月　 1　日  至　2023　年　3　月　31　日)
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独立監査人の監査報告書 

2023年６月１日 

株式会社ispace 

取締役会 御中 

有限責任 あずさ監査法人 

東京事務所 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 坂 井 知 倫 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 鶴   彦   太 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 有  吉  真  哉 

監査意見 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ispaceの2022年４月１日から2023
年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連

結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、株式会社ispace及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間

の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載さ

れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意

見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

強調事項 

重要な後発事象に記載されているとおり、2023年3月8日及び2023年3月27日開催の取締役会にお

いて決議した公募による新株の発行について、2023年4月11日に払込が完了している。また、同取締

役会において決議したオーバーアロットメントによる株式の売出しに関する第三者割当による新

株の発行について、2023年5月10日に払込が完了している。 

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ

セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当

監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
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いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相

違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤

りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない

連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す

ることが含まれる。 

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。 

連結計算書類の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立

場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す

る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理

的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に

関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し

て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性

が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は

重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して

除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し

た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな

る可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及
び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評

価する。
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・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か

つ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関

して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい

るその他の事項について報告を行う。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要

因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 

利害関係 

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。 

以 上 
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独立監査人の監査報告書 

2023年６月１日 

株式会社ispace 

取締役会 御中 

有限責任 あずさ監査法人 

東京事務所 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 坂 井 知 倫 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 鶴   彦   太 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 有  吉  真  哉 

監査意見 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ispaceの2022年４月１日
から2023年３月31日までの第13期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主

資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監

査を行った。 

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正

に表示しているものと認める。 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、

また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな

る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

強調事項 

重要な後発事象に記載されているとおり、2023年3月8日及び2023年3月27日開催の取締役会にお

いて決議した公募による新株の発行について、2023年4月11日に払込が完了している。また、同取締
役会において決議したオーバーアロットメントによる株式の売出しに関する第三者割当による新

株の発行について、2023年5月10日に払込が完了している。 

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ

セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が

あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの

兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計

算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ

とが含まれる。 

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基

づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。 

計算書類等の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場

から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可

能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見

込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関

連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して

重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要

な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性

がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内

容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい

るその他の事項について報告を行う。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要

因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。 

以 上 
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監 査 報 告 書 

当監査役会は、2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3月 31 日までの第 13 期事業年度の取締役の職務の

執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下

のとおり報告いたします。 

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。 

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従

い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の

整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。 

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及

び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通

及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するため

に必要なものとして会社法施行規則第 100 条第１項及び第３項に定める体制の整備に関す

る取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）に

ついて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、

必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す

るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明

を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための

体制」（会社計算規則第 131 条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005

年 10 月 28 日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説

明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書

類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検

討いたしました。 
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２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。 

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は

認められません。 

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内

部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す

べき事項は認められません。 

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

 会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

2023年 6月 2 日 

株式会社 ispace 監査役会 

常勤監査役   井 上 優 司 ㊞ 

社外監査役 轟  芳 英 ㊞ 

社外監査役 小 田 望 未 ㊞ 

（自 署） 
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